
管理職員の深夜手当支給要件が改善
災害時等に午前０時から支給⇒午後10時に改善

国土交通省管理職ユニオン

中 央 本 部（2024.8）

皆さんの声で支給要件が改善されました。
管
理
職
員
に
な
っ
た
皆
さ
ん
、
今
年
の
人

事
院
勧
告
で
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
で
要
求
し
て

い
た
『
深
夜
手
当
の
支
給
要
件
』が
改
善
し

ま
し
た
。
今
ま
で
午
前
０
時
以
降
ま
で
仕
事

を
し
た
場
合
に
、
３
，
５
０
０
円
の
深
夜
手
当

が
支
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
支
給
要
件
が

緩
和
さ
れ
午
後
１
０
時
以
降
と
な
り
ま
し

た
。
（級
に
よ
り
手
当
額
が
変
わ
り
ま
す
）

人事院勧告『本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み』から
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